
船舶事故調査報告書 

令和元年１１月２０日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗揚 

発生日時 令和元年６月２５日 １９時２９分ごろ 

発生場所 岡山県倉敷市水島港水島地区 

 水島港西１号防波堤灯台から真方位３５１°１.８海里付近 

 （概位 北緯３４°２９.９′ 東経１３３°４３.７′） 

事故の概要 油タンカーKEOYOUNG
キ ョ ウ ー ヤ ン

 STAR
ス タ ー

3
スリー

は、離桟作業中、浅所に乗り揚げた。 

事故調査の経過 令和元年７月１日、主管調査官（広島事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

油タンカー KEOYOUNG STAR 3（大韓民国籍）、１,８２６トン 

 ９７９８０９０（ＩＭＯ番号）、KEOYOUNG SHIPPING CO.,LTD 

 乗組員等に関する情報 船長（大韓民国籍）、一級航海士免状（大韓民国発給） 

 負傷者 なし 

 損傷 船底外板に擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 東、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の中央期 

日没時刻：１９時２２分ごろ 

 事故の経過  本船は、船長ほか１１人（インドネシア共和国籍６人、大韓民国籍

２人、ミャンマー連邦共和国籍２人、中華人民共和国籍１人）が乗り

組み、水島港水島地区の企業桟橋（以下「本件桟橋」という。）から

係留索、主機及び舵を使用して離桟作業を行い、船長が本船と本件桟

橋との距離が十分確保できたので、微速力前進とし、約３０ｍ前進し

たところ、船首方の浅瀬に乗り揚げた。 

 本船の喫水は、船首が約３.４ｍ、船尾が約５.０ｍであった。 

 船長は、着桟中に本件桟橋は約３００ｍの直線構造であり、離桟作

業が容易だと考えていた。 

船長は、本件桟橋周辺海域の水路調査を行っていなかった。 

分析  本船は、離桟作業中、船長が本件桟橋周辺海域に浅瀬が存在をする

ことを知らずに離桟作業を続けたことから、船首方の浅瀬に乗り揚げ

たものと考えられる。 

原因  本事故は、日没後の薄明時、本船が離桟作業中、船長が本件桟橋周

辺海域に浅瀬が存在をすることを知らずに離桟作業を続けたため、船

首方の浅瀬に乗り揚げたものと考えられる。 

再発防止策 

 

 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・事前に航行海域の水路調査を行うこと。  

 


